
（仮称）白馬ウインドファーム更新事業に係る計画段階環境配慮書 
に対する和歌山県知事意見 

 
本事業は、和歌山県日高郡日高川町及び有田郡広川町において供用中の「白馬ウインドファ

ーム」（総出力 30,000kW、定格出力 1,500 kW の風力発電設備 20 基）の既設の風力発電設備

を全て撤去し、総出力は増加させずに、定格出力 3,000～4,000kW 級の風力発電設備 8～11 基

程度に建て替える事業である。 
風力発電事業は、再生可能エネルギーの導入・普及に資するものであり、地球温暖化対策の

観点からは望ましいものである。 
一方、本更新事業では多数の風力発電設備の撤去及び大型化した風力発電設備の新規設置等

の工事に伴い、地域社会の環境への影響が懸念されるところでもある。 
事業実施想定区域の近傍・周辺には多数の住居及びその他環境の保全についての配慮が必要

な施設（以下「住居等」という。）が存在しているが、本配慮書においては、広範囲の事業実施

想定区域のみを示していることから、事業実施想定区域における風力発電設備及び取付道路等

の附帯設備（以下「風力発電設備等」という。）の構造・配置又は位置・規模（以下「配置等」

という。）のあり方次第では、騒音・低周波音等及び風車の影による生活環境への重大な影響が

懸念される。また、事業実施想定区域及びその周辺では、クマタカの生息地が確認されている

ほか、事業実施想定区域及びその周辺は鳥類の渡り経路となっている可能性があることから、

本事業の実施により、鳥類への重大な影響が懸念される。 
「白馬ウインドファーム」は平成 22 年 3 月から運転開始しており、その設置前に実施した

自主的な環境アセスメント及び維持管理時における騒音やバードストライク等の調査結果（以

下「自主調査結果」という。）を活用することで、調査、予測及び評価を適切に行うとともに、

既設の風力発電設備と比べ環境影響を低減することが可能であると考えられる。しかし、本配

慮書においては、自主調査結果を事業実施想定区域や風力発電設備等の配置等の設定の検討に

は僅かしか活用できていない。 
したがって、本事業計画の更なる検討に当たっては、自主調査結果から得られた知見等も十

分に活用して、以下の措置を適切に講ずることにより、対象事業実施区域の設定及び風力発電

設備等の配置等を検討すること。また、それらの検討の経緯及び内容については、方法書以降

の図書に適切に記載すること。 
 

１ 総論 
（１）対象事業実施区域の設定 

対象事業実施区域及び風力発電設備等の配置等の検討に当たっては、自主調査結果を活

用し、既設の風力発電設備等の設置・稼働による環境影響について適切に把握するととも

に、それらの結果を踏まえて、本事業による計画段階配慮事項に係る環境影響の重大性の

程度を整理し、事業計画等に反映させること。また、事業実施想定区域からの絞り込みに

際しては、環境影響の重大性の程度の変化を含めて、検討経緯を明確にすること。 
風力発電設備等の配置等の検討においては、既設の風力発電設備等の撤去跡地、既存の

道路、送電線等を利用すること等により、これらを新設する場合に比べ、環境影響の程度

を低減することが可能な場合には、その利用等を最大限考慮すること。 
事業実施想定区域及びその周辺において点在する天然林については、極力改変を回避す

ること。 
（２）累積的な影響 

事業実施想定区域の周辺においては、他事業者による風力発電所が供用中であることか

ら、累積的な影響が懸念される。このため、今後、環境影響評価図書等の公開情報の収集



や他事業者との情報交換等に努め、累積的な影響について適切な予測及び評価を行い、そ

の結果を踏まえ、風力発電設備等の配置等を検討すること。 
（３）事業計画の見直し 

２（１）、（２）及び（３）により、騒音・低周波音等及び風車の影による生活環境への

影響並びに鳥類に対する影響を回避又は十分に低減できない場合は、風力発電設備等の配

置等の再検討、対象事業実施区域の見直し及び基数の削減を含む事業計画の見直しを行う

こと。 
（４）環境保全措置の検討 

環境保全措置の検討に当たっては、環境影響の回避・低減を優先的に検討し、代償措置

を優先的に検討することがないようにすること。 
 

２ 各論 
（１）騒音・低周波音等に係る環境影響 

事業実施想定区域の近傍・周辺には住居等が存在しており、工事中及び供用時における

騒音・低周波音等による生活環境への重大な影響が懸念される。 
このため、風力発電設備等の配置等の検討に当たっては、「騒音に係る環境基準の評価マ

ニュアル」（平成 27 年 10 月環境省）及び最新の知見等に基づき、住居等への影響につい

て適切に調査、予測及び評価を行い、その結果を踏まえ、風力発電設備等を住居等から離

隔すること等により、騒音・低周波音等による生活環境への影響を回避又は極力低減する

こと。 
（２）風車の影に係る環境影響 

事業実施想定区域の近傍・周辺には住居等が存在しており、供用時における風車の影に

よる生活環境への重大な影響が懸念される。このため、風力発電設備の配置等の検討に当

たっては、住居等への影響について適切に調査、予測及び評価を行い、その結果を踏まえ、

風力発電設備を住居等から離隔すること等により、風車の影による生活環境への影響を回

避又は極力低減すること。 
（３）鳥類に対する影響 

事業実施想定区域及びその周辺では、クマタカの生息地が確認されていることから、本

事業の実施により、風力発電設備への衝突事故、移動経路の阻害等による鳥類への重大な

影響が懸念される。このため、専門家等からの助言を踏まえた鳥類に関する適切な調査、

予測及び評価を行い、その結果を踏まえ、風力発電設備等の配置等を検討すること。 
（４）その他 

ア 方法書以降の環境影響評価図書は広く公表し、様々な方面から意見を聴取することを踏

まえ、一般にもわかりやすいものとすること。 

  イ 助言を求める専門家等については、当該地域を熟知した者に依頼すること。 

ウ 方法書以降の手続については、単に既公表の環境影響評価図書（前例）等に基づき機械

的に実施するということではなく、地域特性や事業特性を十分把握し、地域の実態に即し

た調査、予測及び評価を実施すること。 

エ 環境影響評価は、情報公開、説明による地域とのコミュニケーションの手続であること

から、事業者としての説明責任を果たすとともに、積極的に地域との対話に努めること。 

 
３ 関係地方公共団体である町長の環境の保全の見地からの意見 

このことについては別添のとおりであるので、その内容に十分留意するとともに、適切に

対応して方法書に反映させること。 



広 企 第 ３ ９ 号 
令和元年５月２４日 

 
和歌山県知事 仁坂吉伸 様     
                       広川町長 西岡 利記 
 
 
 
   （仮称）白馬ウインドファーム更新事業に係る計画段階環境配慮書に対

する環境の保全の見地からの意見について（回答） 
 
平成３１年４月２６日付け環生第 04220002 号でご依頼のありました標記に

ついて、別紙のとおり回答致します。 

連絡先 
広川町役場企画政策課 
担当：芝 
電話：0737-23-7731（直通） 

















日総政第   ５７１号 

令和 １年５月２４日 

 

和歌山県知事 仁坂 吉伸 様 

 

日高町長 松本 秀司 

 

 

（仮称）白馬ウインドファーム更新事業に係る計画段階環境配慮書に対する環境の保全の

見地からの意見について（回答） 

 

平成３１年４月２６日付環生第０４２２０００２号で照会のあった件について、下記のと

おり回答します。 

 

記 

 
本事業に係る計画段階配慮書は更新事業であり、概ね妥当と判断しますが、環境影響評価

を行う過程において、以下のとおりご留意願います。 

 

（１） 安全対策について 

    更新に伴い、既設よりも大きい規格の風力発電機が新たに設置されるため、事業

実施にあたっては、十分な安全対策及び災害対策等の対応を行うこと。特に、配慮

が特に必要な施設として「内原保育所」が事業実施想定区域から最短で2.4km程度の

距離に位置するので、事業に起因する騒音・振動・低周波音等による健康被害が出

ないように、調査・予測し十分配慮するとともに、住民に対して理解を得られるよ

う丁寧に説明を行うこと。また、苦情が発生した場合は迅速かつ誠意をもって対応

すること。 

 

 

（２） 公害対策について 

    風力発電施設建設に伴う造成工事により土砂流出や濁水発生、大気汚染、臭気

等の可能性が考えられるため、国が示す指針値および最新の知見に基づいた適切

な調査・予測を行い、生活環境に被害を及ぼすことのないよう対策方法を検討す

ること。また、電波の遮へいおよび電磁波ノイズの発生による電波障害について、

発生を防ぐために計画段階で調査、検討を行うとともに、発生した場合の解決方

法を明確にしておくこと。 



（３） 環境について 

     事業実施にあたって生態系に与える影響について、調査や知見等の収集に努め

ること。また、食料や住処を失った動物による住居への侵入および田畑への被害

といった鳥獣被害も考えられるため、十分な調査、検討を行うこと。 

 

 

（４） その他  

上記以外にも、項目および手法に係る事項に新たな事情が生じた場合は、必要

に応じて選定した項目および手法などを見直すとともに、追加的に調査、予測お

よび評価を行うなど適切に対処すること。 

 

 

 

 



日 川 企 第１０５号 
令和元年 ５月２４日 

和歌山県知事 仁坂 吉伸 様 
 
 
 

日高川町長 久留米 啓史   
 
 

「（仮称）白馬ウインドファーム更新事業」に係る計画段階環境配慮書に対する

環境の保全の見地からの意見について（回答） 
 
 平成３１年４月２６日付環生第 04220002 号で照会のあった件について、下記のとおり

回答します。 
 

記 
 
 
・地元住民の理解について 
事業実施にあたっては、周辺地域の住民や土地所有者（以下「地域住民等」という。）の理解

が不可欠であることから、地域住民等の意向を十分配慮し、安全対策及び災害対策等の対応を

行うこと。 
 
・景観について 
 事業実施想定区域は、白馬山脈の西側に位置し自然豊かな地域であることから、眺望景観に

ついては、重大な影響を回避又は低減するよう調査及び検討を行うこと。 
 
・工事の実施について 
 風力発電施設の撤去工事及び新設工事により土砂流出や濁水発生の可能性が考えられるため、

適切な調査及び予測を行い、対策方法を検討すること。また、大型部品の運搬及び工事車両の

通行について、ルートの安全対策を十分講じること。 
  
・騒音等について 
 風力発電施設の撤去工事及び新設工事、また施設稼働時に係る騒音・振動等が周辺の公共施

設や住居等に及ぼす影響を回避又は低減させるよう風力発電施設の配置及び機種等について、

十分検討すること。また、騒音等の人への影響については、個人差があり未解明な部分も多い

ことから、国が示す指針値及び最新の知見に基づいた適切な方法により調査及び予測を行うこ

と。 



 
・生態系について 
 事業実施想定区域には保安林が含まれており事業実施によって改変されることにより、生

息・生育環境が変化する可能性があるので、環境保全について重大な影響を回避又は低減する

よう十分に調査及び検討すること。 
 
【住民課】 
１．施設建設及び事業実施において、大気汚染、水質汚染、騒音、振動、臭気等により、

住民の健康、財産、農作物、畜類等に被害を及ぼすことのないよう、生活環境に十分配慮

し、地域住民や地権者の理解のもと、計画立案に取り組むこと。 
 
【建設課】 
１．事業計画地内並びに隣接地において、本町が管理をする町道並びに法定外公共物（里

道・水路）がある場合、下記の手続きをとること。 
  ① 町道から工事車両等が進入する場合、町道占用許可又は工事施工承認等必要な許

可手続きをとること。 
  ② 法定外公共物を使用する場合、法定外公共物使用許可等必要な手続きをとること。 
 
２．事業計画地内並びに隣接地に法定外公共物（里道・水路）がある場合、事業完了後に

現地にこれらを復元すること。なお、これらの手続きについては建設課と十分協議をする

こと。 
 
３．工事期間中又は工事完了後も町道並びに法定外公共物に土砂・流木等が流れ込まない

よう対策を講じること。なお、これらが発生した場合は、建設課の指示に従い対応するこ

と。 
 
４．ダンプトラック等工事用車両の通行により、道路の構造物、道路標識、安全対策施設、

占有物件等に損傷を与えた場合は、直ちに建設課に連絡を行い、その指示に従うこと。 
なお、舗装復旧については、全面復旧を原則とする。 
 

５．工事期間中、泥並びに埃が発生し町道の通行に支障をきたすことがないよう、十分な

対策を講じること。なお、建設課から指示があった場合はその指示に従うこと。 
 
６．工事期間中、町道を工事用車両が通行する場合には交通安全に十分注意すること。 
 
７．日高川漁業協同組合には、事前に事業計画を説明していただきたい。 
 
８．関係する地元区へは事前に事業説明を行っていただきたい。 



 
９．上記以外に、町道並びに法定外公共物に関して問題が生じた場合は、建設課と協議を

行い対応すること。 
 
１０．和歌山県が管理する道路並びに水路等において問題が生じた場合は、県担当部局と

協議のうえ適切な対応をして頂きたい。 
 
【林業振興課】 
１．風力発電施設の設置及び関係する道路整備に伴う土地の改変による土砂流出の可能性

が考えられるため、下方森林への環境影響、尾根部の改変による環境影響について調査・

検討及び評価を行うこと。 
 
 


